
　　　　　　コミュニティタクシーの導入について（案）

【対象路線】

　・甲西南線（妙感寺ルート、美松台ルート）、医療センター線の３路線。

　　（バス路線を見直し、コミュニティタクシーを導入する。）

【開始時期】

　・令和３年度（予定）

【運賃】

　・コミュニティバスと同額。（大人250円：回数券、定期券も利用可能）

【運行形態】

　・予約制・乗合い

【運行時間帯】

　・8時台から19時台とし、１時間単位で設定し、発着時間は定めない。　

【運行ルート】

　・対象エリアから共通エリアへの移動とする。（区域運行のため、運行ルートは定めない。）

　・共通エリアは、甲西駅(乗継券発行）、東庁舎付近(図書館、老人福祉センター、郵便局、

　　平和堂甲西中央店など）とする。

　　＊共通エリアの範囲は、今後利用の多い公共施設についても検討する。

【停留所】

　・現在のバス停留所に加え、地域で要望があった場所にコミュニティタクシーの停留所を設置する。
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